
農業用ため池の管理及び保全に関する実態調査結果
に基づく通知に対する改善措置状況の概要

令和 4 年 3 月１８日
中部管区行政評価局

総務省中部管区行政評価局は、「農業用ため池の管理及び保全に関する実態調査結果に基づく通知（令和3
年8月18日）」に対する改善措置状況について、農林水産省東海農政局から回答を受け、その概要を取りま
とめましたので、公表します。
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主 な 調 査 結 果 改 善 意 見 東 海 農 政 局 の 改 善 措 置 概 要

①市町村によるため池の管理状況
の把握等

市町村が管理していないため池の
多くは、防災上の観点からの管
理状況の把握は行われていない
状況

各県及び市町村がため池の管
理状況を把握するための取組
を推進していく上で、有益な
情報を提供するなど、県や市
町村への支援を行うことが必
要

東海3県のため池担当者会議の開催及び通
知等により、ため池の管理状況を把握する
ための取組を推進するよう依頼
また、各県に対して、市町村と連携した取
組を推進する上で有益な情報を周知・助言

管理マニュアルを管理者に配
布するほか、各種説明会を開
催するなどにより、適切な管
理方法について指導するよう、
県に対して助言を行うことが
必要

上記の担当者会議や通知等により、各県に
対して、管理マニュアルの配布や適切な管
理方法の指導等を行うよう依頼
また、管理マニュアルの配布方法等につい
て有益な情報を周知・助言

届出内容の確認及び不明な事
項の補完に努めるよう、県に
対して助言を行うことが必要

上記の担当者会議や通知等により、各県に
対して、県と市町村が連携して、届出事項
の確認及び不明な事項の補完を進めるよう
周知・助言



2

〈改善意見〉
東海農政局は、ため池の適正な管理・保全を推進するため、管内の各県及び市町村がため池の管理状況を把握するための取

組を推進していく上で有益な情報を提供するなど、各県及び市町村に対して支援を行う必要がある。
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1 ため池の管理の現状と適正な管理の推進状況等
(2)  ため池管理マニュアルの活用状況

〈改善意見〉
東海農政局は、ため池の適正な管理・保全を推進するため、県と市町村を通じて、

ため池管理マニュアルを管理者に配布するほか、各種説明会を開催するなどにより、
適切な管理方法について指導するよう、各県に対して助言を行う必要がある。



2 ため池の安全上重要な情報の把握・整備
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〈調査結果の概要〉
◇ 届出による情報の把握・整備状況をみると、一部の防災重点
ため池について所有者、管理者又は届出者が不明なものがある。
◇ また、市町村では、管理内容が不明又は記載がないまま提出
があったものをそのまま受理しており、届出内容の確認と補完
が十分に行われていない状況

〈改善意見〉
東海農政局は、ため池の適正な管理・保全の確保に資するため、
県と市町村が連携して届出事項の確認及び不明な事項の補完に
努めるなど適正な届出がなされるよう、県に対して助言を行う
必要がある。

3 特定農業用ため池の指定

〈改善意見〉
東海農政局は、ため池の適正な保全及び防災・安全
対策を推進するため、特定農業用ため池について計画
的に指定を行うよう、県に対して助言する必要がある。




